
 

 

 

令和５年１月１日号 

  

  

 

 

 
国民生活センターが発表した「消費者問題に関する１０大項目」を 

紹介します。２０２２年は、改正民法の施行により成年年齢が２０歳 

から１８歳に引き下げられたことや SNSやマッチングアプリをきっか 

けとした消費者トラブル、霊感商法への対応の強化などに注目が集まり 

ました。 

 
◆１８歳から大人に ４月から改正民法施行 

     

◆SNSやマッチングアプリをきっかけに 

詐欺的トラブル目立つ 
    

◆海産物の送り付け商法 高齢者の割合も高く 
   

◆ウクライナ情勢を悪用 詐欺やトラブル発生 
    

◆霊感商法 対策検討会で提言まとめる 

 

◆生活必需品の値上げ相次ぐ 急激な円安も 

 

◆新型コロナウィルス感染症の一般用抗原定性検査キット初承認、ネットでの購入も 

 

◆再発、子どもの誤飲事故 折りたたみ式踏み台による負傷事故も 

 

◆消費者契約法・消費者裁判手続特例法 通常国会で改正 

 

◆消費生活相談のデジタル化 アクションプランを公表  

                                     

●２０２３年も、不安な時やトラブルになった場合は、 

消費生活センターに相談してください。 
   

北九州市立消費生活センター（ウェルとばた 7Ｆ）   ☎８６１－０９９９          

小倉北相談窓口【小倉北区役所西棟１Ｆ】          ☎５８２－４５００                     

小倉南相談窓口【小倉南区役所３Ｆ】            ☎９５１－３６１０                  

八幡西相談窓口【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】    ☎６４１－９７８２ 

 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、まずは消費生活センター 

☎８６１－０９９９へ電話でご相談ください。  

消費者ホットライン☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） まもりん     


